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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影して得られた画像信号により表される画像から、予め決められた対象物を検出する
検出手段と、
　前記画像信号から、高周波成分を取り出してＡＦ評価値を生成するＡＦ評価値生成手段
と、
　前記ＡＦ評価値を用いて焦点調節を行う自動焦点調節手段とを有し、
　前記ＡＦ評価値生成手段は、
　　前記検出手段により検出された対象物の領域を設定する第１の設定手段と、
　　前記対象物の領域を含む、焦点状態の検出に用いる焦点検出領域を設定する第２の設
定手段と、
　　前記対象物の領域及び前記焦点検出領域それぞれについて、領域別ＡＦ評価値を算出
する算出手段と、
　　前記対象物の領域の位置及び大きさの少なくともいずれか一方に基づいて、前記焦点
検出領域に対する前記対象物の領域の加算比率を決定する決定手段と、
　　前記決定された加算比率に基づいて、前記対象物の領域の領域別ＡＦ評価値及び前記
焦点検出領域の領域別ＡＦ評価値を加重加算して、前記自動焦点調節手段により用いられ
るＡＦ評価値を生成する生成手段とを有し、
　前記決定手段は、前回求めた加算比率よりも今回求めた加算比率が減少した場合に、減
少していると判断されてから予め設定された時間、前回に決定した加算比率を用いること
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を特徴とする焦点調節装置。
【請求項２】
　前記第２の設定手段は、前記対象物が検出された状態から検出されなくなった後の予め
設定された時間は、前記焦点検出領域の大きさを変更しないことを特徴とする請求項１に
記載の焦点調節装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記対象物の領域が中央に近い程、より高い加算比率を決定すること
を特徴とする請求項１または２に記載の焦点調節装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記対象物の領域の大きさが大きい程、より高い加算比率を決定する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の焦点調節装置。
【請求項５】
　前記予め決められた対象物は、人の顔であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の焦点調節装置。
【請求項６】
　検出手段が、撮影して得られた画像信号により表される画像から、予め決められた対象
物を検出する検出工程と、
　ＡＦ評価値生成手段が、前記画像信号から、高周波成分を取り出してＡＦ評価値を生成
するＡＦ評価値生成工程と、
　自動焦点調節手段が、前記ＡＦ評価値を用いて焦点調節を行う自動焦点調節工程とを有
し、
　前記ＡＦ評価値生成工程では、
　　前記検出工程で検出された対象物の領域を設定する第１の設定工程と、
　　前記対象物の領域を含む、焦点状態の検出に用いる焦点検出領域を設定する第２の設
定工程と、
　　前記対象物の領域及び前記焦点検出領域それぞれについて、領域別ＡＦ評価値を算出
する算出工程と、
　　前記対象物の領域の位置及び大きさの少なくともいずれか一方に基づいて、前記焦点
検出領域に対する前記対象物の領域の加算比率を決定する決定工程と、
　　前記決定された加算比率に基づいて、前記対象物の領域の領域別ＡＦ評価値及び焦点
検出領域の領域別ＡＦ評価値を加重加算して、前記自動焦点調節工程で用いるＡＦ評価値
を生成する生成工程とを有し、
　前記決定工程では、前回求めた加算比率よりも今回求めた加算比率が減少した場合に、
減少していると判断されてから予め設定された時間、前回に決定した加算比率を用いるこ
とを特徴とする焦点調節方法。
【請求項７】
　前記第２の設定工程では、前記対象物が検出された状態から検出されなくなった後の予
め設定された時間は、前記焦点検出領域の大きさを変更しないことを特徴とする請求項６
に記載の焦点調節方法。
【請求項８】
　コンピュータに、請求項６または７に記載の焦点調節方法の各工程を実行させるための
プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載のプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータが読み取り可能
な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置で用いられる焦点調節装置及び焦点調節方法に関し、更に詳しくは
、動画撮影時に得られる画像に基づいて自動焦点調節を行う焦点調節装置及び焦点調節方
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法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオカメラ等のオートフォーカス（ＡＦ）制御では、撮像素子を用いて生成された映
像信号の鮮鋭度（コントラスト状態）を示すＡＦ評価値信号を生成し、該ＡＦ評価値信号
が最大となるフォーカスレンズの位置を探索するＴＶ－ＡＦ方式が主流である。
【０００３】
　しかしながら、人物を撮影する場合において、主被写体である人物とその背景のコント
ラストの関係から、人物にピントが合わず、背景に合ってしまうという問題があった。
【０００４】
　このような問題を解決するために、顔認識機能を有する撮像装置が知られている。例え
ば、認識された顔領域を含む焦点検出エリアを設定し、ＡＦを行う撮像装置や（例えば、
特許文献１参照）、また人物の目を検出し、その目に基づいてＡＦを行う撮像装置（例え
ば、特許文献２参照）が提案されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２２７０８０
【特許文献２】特開２００１－２１５４０３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、動画を撮影するビデオカメラにおいては、静止画を撮影する場合と異な
り、人物の顔の認識が安定しない場合にＡＦが不安定となる可能性がある。例えば、顔が
移動したり、撮影者の手ブレ等によって主たる顔が中央から端へ移動した場合や、後ろに
移動して顔の大きさが小さくなった場合に、直ちに背景に合焦してしまい、ＡＦの安定性
が低下してしまう場合がある。
【０００７】
　本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、顔などの対象物の位置や大きさが変
化した場合でも、合焦制御を安定的に行えるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の焦点調節装置は、撮影して得られた画像信号によ
り表される画像から、予め決められた対象物を検出する検出手段と、前記画像信号から、
高周波成分を取り出してＡＦ評価値を生成するＡＦ評価値生成手段と、前記ＡＦ評価値を
用いて焦点調節を行う自動焦点調節手段とを有し、前記ＡＦ評価値生成手段は、前記検出
手段により検出された対象物の領域を設定する第１の設定手段と、前記対象物の領域を含
む、焦点状態の検出に用いる焦点検出領域を設定する第２の設定手段と、前記対象物の領
域及び前記焦点検出領域それぞれについて、領域別ＡＦ評価値を算出する算出手段と、前
記対象物の領域の位置及び大きさの少なくともいずれか一方に基づいて、前記焦点検出領
域に対する前記対象物の領域の加算比率を決定する決定手段と、前記決定された加算比率
に基づいて、前記対象物の領域の領域別ＡＦ評価値及び前記焦点検出領域の領域別ＡＦ評
価値を加重加算して、前記自動焦点調節手段により用いられるＡＦ評価値を生成する生成
手段とを有し、前記決定手段は、前回求めた加算比率よりも今回求めた加算比率が減少し
た場合に、減少していると判断されてから予め設定された時間、前回に決定した加算比率
を用いる。
【０００９】
　また、本発明の焦点調節方法は、検出手段が、撮影して得られた画像信号により表され
る画像から、予め決められた対象物を検出する検出工程と、ＡＦ評価値生成手段が、前記
画像信号から、高周波成分を取り出してＡＦ評価値を生成するＡＦ評価値生成工程と、自
動焦点調節手段が、前記ＡＦ評価値を用いて焦点調節を行う自動焦点調節工程とを有し、
前記ＡＦ評価値生成工程では、前記検出工程で検出された対象物の領域を設定する第１の
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設定工程と、前記対象物の領域を含む、焦点状態の検出に用いる焦点検出領域を設定する
第２の設定工程と、前記対象物の領域及び前記焦点検出領域それぞれについて、領域別Ａ
Ｆ評価値を算出する算出工程と、前記対象物の領域の位置及び大きさの少なくともいずれ
か一方に基づいて、前記焦点検出領域に対する前記対象物の領域の加算比率を決定する決
定工程と、前記決定された加算比率に基づいて、前記対象物の領域の領域別ＡＦ評価値及
び焦点検出領域の領域別ＡＦ評価値を加重加算して、前記自動焦点調節工程で用いるＡＦ
評価値を生成する生成工程とを有し、前記決定工程では、前回求めた加算比率よりも今回
求めた加算比率が減少した場合に、減少していると判断されてから予め設定された時間、
前回に決定した加算比率を用いることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、本発明によれば、顔などの対象物の位置や大きさが変化した場合
でも、合焦制御を安定的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。ただ
し、本形態において例示される構成部品の寸法、形状、それらの相対配置などは、本発明
が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、本発明がそれ
らの例示に限定されるものではない。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態における撮像装置の一例として、ビデオカメラの構成を示
すブロック図である。なお、本実施の形態では、ビデオカメラについて説明するが、本発
明はデジタルスチルカメラ等、連続的に画像を取得することのできる他の撮像装置にも適
用することができる。
【００１３】
　図１において、１０１は第１固定レンズ、１０２は光軸方向に移動して変倍を行う変倍
レンズ、１０３は絞りである。また、１０４は第２固定レンズ、１０５は変倍に伴う焦点
面の移動を補正する機能とフォーカシングの機能とを兼ね備えたフォーカスコンペンセー
タレンズ（以下、「フォーカスレンズ」という。）である。第１固定レンズ１０１、変倍
レンズ１０２、絞り１０３、第２固定レンズ１０４及びフォーカスレンズ１０５により撮
像光学系が構成される。
【００１４】
　１０６は、ＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサにより構成される光電変換素子としての撮像
素子である。１０７は撮像素子１０６の出力をサンプリングし、ゲイン調整するＣＤＳ／
ＡＧＣ回路である。１０８はカメラ信号処理回路であり、ＣＤＳ／ＡＧＣ回路１０７から
の出力信号に対して各種の画像処理を施し、映像信号を生成する。
【００１５】
　１０９はＬＣＤ等により構成されるモニタであり、カメラ信号処理回路１０８からの映
像信号を表示する。１１５は記録部であり、カメラ信号処理回路１０８からの映像信号を
磁気テープ、光ディスク、半導体メモリ等の記録媒体に記録する。
【００１６】
　１１０は変倍レンズ１０２を移動させるためのズーム駆動源、１１１はフォーカスレン
ズ１０５を移動させるためのフォーカシング駆動源である。ズーム駆動源１１０及びフォ
ーカシング駆動源１１１は、ステッピングモータ、ＤＣモータ、振動型モータ及びボイス
コイルモータ等のアクチュエータにより構成される。
【００１７】
　１１２はＣＤＳ／ＡＧＣ回路１０７からの全画素の出力信号のうち、焦点検出に用いら
れる領域（焦点検出領域）の信号のみを通すＡＦゲートである。ＡＦ信号処理回路１１３
は、ＡＦゲート１１２を通過した信号から高周波成分や輝度差成分（ＡＦゲート１１２を
通過した信号の輝度レベルの最大値と最小値の差分）等を抽出して、ＡＦ評価値信号を生
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成する。ＡＦ評価値信号は、カメラ／ＡＦマイコン１１４に出力される。ＡＦ評価値信号
は、撮像素子１０６からの出力信号に基づいて生成される映像の鮮鋭度（コントラスト状
態）を表すものであるが、鮮鋭度は撮像光学系の焦点状態によって変化するので、結果的
に撮像光学系の焦点状態を表す信号となる。
【００１８】
　カメラ／ＡＦマイコン１１４は、ビデオカメラ全体の動作の制御を司るとともに、ＡＦ
評価値信号に基づいて、フォーカシング駆動源１１１を制御してフォーカスレンズ１０５
を移動させるＡＦ制御を行う。
【００１９】
　顔検出部１１６は、画像信号に対して公知の顔認識処理を施し、撮影画面内の顔領域を
検出し、検出結果をカメラ／ＡＦマイコン１１４に送信する。カメラ／ＡＦマイコン１１
４は、送信された顔領域の検出結果に基づき、焦点検出領域が検出された顔領域を含むよ
うに焦点検出領域を設定し、ＡＦゲート１１２へ情報を送信する。なお、顔認識処理とし
ては、例えば、画像データで表される各画素の階調色から、肌色領域を抽出し、予め用意
する顔の輪郭プレートとのマッチング度で顔を検出する方法が知られている。また、周知
のパターン認識技術を用いて、目、鼻、口等の顔の特徴点を抽出することで顔を検出する
方法等があるが、本願発明は顔認識処理により限定されるものではなく、どのような方法
を用いても構わない。
【００２０】
　次に、カメラ／ＡＦマイコン１１４で行われる焦点調節制御（ＡＦ制御）について、図
２を用いて説明する。なお、このＡＦ制御は、カメラ／ＡＦマイコン１１４内に格納され
たコンピュータプログラムに従って実行される。
【００２１】
　ＡＦ制御が開始されると、ステップＳ２０１において、顔検出部１１６から顔検出結果
を取り込む。ステップＳ２０２では、顔検出部１１６で顔検出が成功しているかどうかを
判断し、成功していればステップＳ２０３へ進み、そうでなければステップＳ２１８へ進
む。
【００２２】
　ステップＳ２０３では、顔検出結果に基づいて検出された顔の領域を示す顔枠を設定す
ると共に（第１の設定工程）、検出された顔の領域を含む焦点検出領域を示すＡＦ枠を設
定する（第２の設定工程）。ここでは、画面の中央部に予め設定された大きさの通常枠が
ＡＦ枠の初期状態として設定されているものとし、通常枠の中心を変えずに、その大きさ
を設定された顔枠を含むまで拡大することによりＡＦ枠を設定する。ステップＳ２０４で
は、顔枠とＡＦ枠内それぞれの画像信号からＡＦ評価値（領域別ＡＦ評価値）を取得する
（算出工程）。ステップＳ２０５では、顔枠の画面上の位置に応じて、ＡＦ枠に対する顔
枠用のＡＦ評価値の加算比率を求める。ここでは、画面中央に近づく程、加算比率を高く
し、画面周辺となる程、加算比率が低くなるようにする。
【００２３】
　ステップＳ２０６では、前回求めた顔枠の位置に基づく加算比率と比較して、今回求め
た加算比率が減少しているかどうかを判定する。減少していなければステップＳ２０７へ
進み、減少していればステップＳ２０８へ進む。
【００２４】
　ステップＳ２０７では、ステップＳ２０５で求めた加算比率が減少していると最初に判
断されてから所定時間経過したかどうかを判定する。所定時間経過していればステップＳ
２０８へ進み、経過していなければステップＳ２０９へ進む。ステップＳ２０８では、現
在の顔枠の位置に応じた加算比率を用いて顔枠のＡＦ評価値を演算し直してステップＳ２
１０へ進む。一方、ステップＳ２０９では、前回設定した加算比率を用いて顔枠のＡＦ評
価値を演算し直し、ステップＳ２１０へ進む。これにより、顔が一時的に画面の周辺方向
に移動した場合には合焦状態を維持できると共に、前回よりも画面中央寄りで顔が認識さ
れた場合には、直ちにその認識された顔に合焦することができる。
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【００２５】
　さらに、ステップＳ２１０では、顔枠の大きさに応じて、ＡＦ枠に対する顔枠用の加算
比率を求める。ここでは、顔枠が大きい程、加算比率を高くし、顔枠が小さい程、加算比
率を低くする。ステップＳ２１１では、前回求めた顔枠の大きさに基づく加算比率と比較
して、今回求めた加算比率が減少しているかどうか判定する。減少していなければステッ
プＳ２１３へ進み、減少していればステップＳ２１２へ進む。
【００２６】
　ステップＳ２１２では、ステップＳ２１０で求めた加算比率が減少していると最初に判
断されてから所定時間経過したかどうかを判定する。所定時間経過していればステップＳ
２１３へ進み、経過していなければステップＳ２１４へ進む。ステップＳ２１３では、現
在の顔枠の大きさに応じた加算比率を用いて顔枠のＡＦ評価値を演算し直してステップＳ
２１５へ進む。一方、ステップＳ２１４では、前回設定した加算比率を用いて顔枠のＡＦ
評価値を演算し直し、ステップＳ２１５へ進む。これにより、顔が一時的に画面上で小さ
くなっても合焦状態を維持できるとともに、前回よりも画面上で大きな顔が認識された場
合には、直ちにその認識された顔に合焦することができる。
【００２７】
　ステップＳ２１５では、上述したようにして得られた顔枠内のＡＦ評価値と、ＡＦ枠内
のＡＦ評価値とを加重加算して、最終的なＡＦ評価値とする（ＡＦ評価値生成工程）。例
えば、ＡＦ枠に対する顔枠の位置に基づく加算比率をａ、大きさに基づく加算比率をｂ、
ステップＳ２１３またはＳ２１４で求められた顔枠のＡＦ評価値をｘ、ステップＳ２０４
で求められたＡＦ枠のＡＦ評価値をｙとすると、最終的なＡＦ評価値は、
　　　最終ＡＦ評価値＝ａ×ｂ×ｘ＋ｙ
【００２８】
により求めることができる。
　そして、ステップＳ２１６ではステップＳ２１５で求められたＡＦ評価値を用いてＡＦ
制御を行う（自動焦点調節工程）。
【００２９】
　一方、ステップＳ２０２で顔検出が失敗したと判断された場合、ステップＳ２１８にお
いて顔検出の失敗が一定時間連続したかどうかを判断する。一定時間連続していなければ
ステップＳ２１９へ進み、連続していればステップＳ２２１へ進む。ステップＳ２１９で
はＡＦ枠を前回の処理で設定されたＡＦ枠の大きさに維持し、ステップＳ２２０ではＡＦ
枠内のＡＦ評価値を取得する。そして、ステップＳ２１６ではステップＳ２２０で取得し
たＡＦ評価値を使ってＡＦ制御を行う。
【００３０】
　また、ステップＳ２２１では、ＡＦ枠を初期状態の通常枠に設定し、ステップＳ２２２
において通常枠内のＡＦ評価値を取得する。そして、ステップＳ２１６ではステップＳ２
２２で取得したＡＦ評価値を使ってＡＦ制御を行う。
【００３１】
　次に、図２で説明したＡＦ枠の設定について、図３を参照して説明する。
【００３２】
　先ず、初期状態では、図３（ａ）のようにＡＦ枠は画面中心付近の通常枠に設定されて
いる。これは撮影者が一般的に被写体を画面中央に置くことが多いために、本実施の形態
では画面中央の領域を通常枠として決めているが、本発明はこれに限られるものではなく
、焦点検出領域として有効な領域であればよい。
【００３３】
　次に、顔認識処理の検出結果に基づいて顔枠を設定する。例えば、顔枠が図３（ｂ）に
示す位置にある場合、通常枠の中心は変えずにその大きさが顔枠を含むまで拡大すること
により、ＡＦ枠を設定する（ステップＳ２０３）。
【００３４】
　そして、顔認識処理の結果、顔が検出されなかった場合に、顔が検出されなくなってか
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ら一定時間が経過していなければ、図３（ｃ）に示すように、図３（ｂ）で設定したＡＦ
枠をそのまま維持する（ステップＳ２１９）。図３（ｂ）に示すように顔枠があった領域
もＡＦ枠に含まれているので、顔認識処理が一時的にできなかった場合のＡＦ評価値の変
動を小さくすることができる。
【００３５】
　一方、顔が検出されなくなってから一定時間が経過すると、図３（ｄ）に示すように、
ＡＦ枠を通常枠に戻して（ステップＳ２２１）、ＡＦ評価値を取得する。これにより中央
優先ＡＦが実現できる。
【００３６】
　このようにＡＦ枠を設定して、動画撮影において通常は中央の被写体優先とするが、顔
認識された場合はＡＦ枠と顔枠のＡＦ評価値を加重加算して求めたＡＦ評価値によりＡＦ
制御を行い、顔認識された顔にピント合わせを行う。また、顔認識されなかった場合、顔
が検出されなくなってから一定時間の間は、直近の顔枠を含むＡＦ枠をそのまま用いるこ
とで、画面の合焦状態を最適に制御することができる。
【００３７】
　次に、加算比率について説明する。撮影者は主に撮影したい被写体を画面中央付近にお
いて撮影する場合が多いことから、中央付近にある顔が撮影したい顔である可能性が高い
。そこで画面中央付近で加算比率が高くなるようなデータテーブルを予め作成しておき、
顔枠が画面中央であれば加算比率を高く、画面周辺であれば加算比率を低くする。また、
主に撮影したい顔は画面に占める大きさが大きい場合が多いことから、大きい顔が撮影し
たい顔である可能性が高い。そこで大きい顔の加算比率が高くなるようなデータテーブル
を予め作成しておき、顔枠が大きければ加算比率を高く、顔枠が小さければ加算比率を低
くする。
【００３８】
　ここで、本実施の形態における加算比率の変化の特徴について、顔枠が画面周辺方向に
移動した場合を例として図４を参照して説明する。
【００３９】
　例えば、図４（ａ）に示すように、被写体の顔が中央にある状態から、図４（ｂ）に示
すように被写体の顔が画面周辺方向に移動した場合、予め設定された時間は加算比率を下
げないようにする。これにより、被写体が一時的に移動したり、撮影者の手ブレ等によっ
て顔が中央から端へ一時的に移動した場合にも、合焦状態を維持することができる。
【００４０】
　逆に、図４（ｂ）の状態から図４（ａ）に示すように主たる顔が画面中央に移動した場
合は、加算比率をすぐに上げることで、直ちにその顔に焦点を合わせることができる。
【００４１】
　同様に顔枠が小さくなっても、所定時間加算比率を下げないことにより、一時的に顔が
小さくなった場合には、合焦状態を維持することができる。また、顔のサイズが大きくな
った場合は、所定時間待たずすぐに加算比率を上げることで、直ちにその顔に焦点を合わ
せることができる。
【００４２】
　また、本実施の形態では、検出手段の一例として、顔検出部１１６により人の顔を検出
の対象物としているが、例えば、動物、車など、人の顔以外の特定の対象物を検出するよ
うにしても構わない。更に、外部入力手段から撮像画面内の位置を入力したり、ファイン
ダーを見ている撮影者の視線を検出して撮像画面内の位置を決定して、対象物を検出する
ようにしてもよい。
【００４３】
　なお、上記実施の形態においては、顔検出が成功したかどうかに応じてＡＦ枠のサイズ
を変更する処理と、顔枠の位置及びサイズに応じて加算比率を変更する処理とをすべて行
う場合について説明した。しかしながら、これらの処理の内、いずれか１つまたは２つの
変更処理を行うように構成することも勿論可能である。
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＜他の実施形態＞
　なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インターフェイス機器、カ
メラヘッドなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラなど）に適用してもよい。
【００４５】
　また、本発明の目的は、以下の様にして達成することも可能である。まず、前述した実
施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（または記
録媒体）を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコ
ンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出
し実行する。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施
形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を
構成することになる。
【００４６】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、以下のようにして達成することも可能である。即
ち、読み出したプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレ
ーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっ
て前述した実施形態の機能が実現される場合である。ここでプログラムコードを記憶する
記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ、光ディスク、
光磁気ディスク、ＭＯなどが考えられる。また、ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワー
ク）やＷＡＮ（ワイド・エリア・ネットワーク）などのコンピュータネットワークを、プ
ログラムコードを供給するために用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施の形態におけるビデオカメラの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるカメラＡＦマイコンによるＡＦ制御を示すフローチ
ャートである。
【図３】本発明の実施の形態におけるＡＦ枠の設定制御を説明する図である。
【図４】本発明の実施の形態における加算比率の設定制御を説明する図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０１　第１固定レンズ
　１０２　変倍レンズ
　１０３　絞り
　１０４　第２固定レンズ
　１０５　フォーカスレンズ
　１０６　撮像素子
　１０７　ＣＤＳ／ＡＧＣ回路
　１０８　カメラ信号処理回路
　１０９　モニタ
　１１０　ズーム駆動源
　１１１　フォーカシング駆動源
　１１２　ＡＦゲート
　１１３　ＡＦ信号処理回路
　１１４　カメラ／ＡＦマイコン
　１１５　記録部
　１１６　顔検出部
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